
改正の理由

使用料の見直 しを行った結果、

もの。

議案第 71 号 関 係資料 |

平成 23年 1 2月  6日

葛飾区新小岩創業支援施設の使用料の改定を行 う

葛飾区新小岩創業支援施設条例の一部を改正する条例

記

改正の概要

(1)事 務室使用料 (月額)

ア  6 7 .  5 0 ポ ( 2 室)

現行額  6 0 , 0 0 o 円

イ  3 3 . 7 5 ポ ( 1 2 室)

現イ子額  29, 9oo円

(2)駐 車場使用料 (月額 ・1台)

現 行 額  8 ,  3 0 0 円

→ 改 正額 (案)58, 80

→ 改 正額 (案)29, 30

→ 改 正額 (案) 8, 10

0円

0円

0円
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